
１ 青谷海岸外海岸調査「Ｒ７深浅測量業務委託」（ゼロ県債）

２ 鳥取市青谷町青谷外

３ 令和7年11月14日限り

４

５ 深浅測量業務
　【青谷海岸】　　　　　　　　　　　　【気高海岸】
　　汀線測量・深浅測量　一式　　　　　 汀線測量・深浅測量　一式
　【水尻海岸】　　　　　　　　　　　　【白兎海岸】
　　汀線測量・深浅測量　一式　　　　　 汀線測量・深浅測量　一式

業 務 内 容

業　務　概　要　書

業 務 名

業 務 場 所

履 行 期 間

事 業 目 的



業務位置図
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白兎海岸
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 測線本数3本　L=0.30km
 100ｍ間隔50ｍ間隔
 （井手ヶ浜地区）
 青谷海岸（数量根拠図）
 路線測量　
 L=0.40ｋｍ
 （勝部川　
 　浚渫箇所
 　河口部）
 　　　　　　　　青谷海岸　
 深浅測量（3月・9月）
 　延長　　　　42.0km（42×0.500×2回）
 　測深総延長　64.2㎞（42×（0.500＋0.075＋0.12）×1.1×2回）
 　測線間隔　　平均75m
 　測線長　　　平均500m
 　測線数　　　84本（42本×2回）
 汀線測量（3月・9月）
 　延長　　　2.8㎞（（0.30㎞＋0.45㎞＋0.65㎞）×2回）　　　　
 　測線数　　42本（（3本＋10本＋8本）×2回）
 　　　　　　　　　
 路線測量　　　　　　　　　　補助基準点設置
 　延長　　0.40㎞　　　　　　　　　N=2点（1点×2回）　
 測線本数 10本　L=0.45km
 L=2.8km（1.40（9月）+1.40（3月））　
 （9月観測 21本+3月観測 21本）　合計42本
 測線本数　8本　L=0.65km
 汀線測量
 平均測線長　500m
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 気高海岸（数量根拠図）
 浜村海岸（3月・9月）
 深浅測量
 　延長　　　　【3月・9月】57.6km（36×0.8×2回）
 　測深総延長　【3月・9月】80.8km（36×（0.80+0.1+0.12）×1.1×2回）　　　　　
 　測線間隔　　平均100m
 　測線長　　　平均800m
 　測線数　　　72本（36本×2回）
 汀線測量
 　延長　　　　6.8km（3.4km×2回）
 　測線数　　　72本（36本×2回）
 深浅測量
 　延長　　　　【3月・9月】20.8km（13×0.8×2回）　　　　　
 　測深総延長　【3月・9月】29.2km（13×（0.80+0.1+0.12）×1.1×2回）　　　　　
 　測線間隔　　平均100m
 　測線幅　　　平均800m
 　測線数　　　26本（13本×2回）
 汀線測量
 　延長　　　　2.8km（1.4km×2回）
 　測線数　　　26本（13本×2回）
 補助基準点設置
 　Ｎ＝４点（2点×2回）
 補助基準点設置
 　Ｎ＝２点（1点×2回）
 宝木海岸　1.4km　（13測線）
 宝木海岸（3月・9月）
 浜村海岸　3.4km  （36測線）
 ：補助基準点設置箇所
 800m



水尻海岸（数量根拠図）

【海岸区域】
深浅測量（3月・9月実施） 汀線測量（3月・9月実施）
延長 8.4km（4.2km×2回） 延長 1.2㎞（0.6㎞×2回）
測深総延長 12.6km 測線数 14本（7本×2回）

（7×(0.60＋0.1＋0.12)×1.1×2回）
測線間隔 100m
測量長 600m
測線数 14本（7本×2回）

【岩礁区域】
深浅測量（3月・9月実施） 汀線測量（3月・9月実施）
延長 3.0km（1.5km×2回） 延長 0.3㎞（0.15km×2回）

※岩礁帯のため実測延長ではなく延長を計上 測線数 6本（3本×2回）
測線間隔 50m
測量長 300m
測線数 10本（5本×2回）

50m 100m
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30
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補助基準点設置 Ｎ＝2点
(1点×2回）

0.15km（汀線測量）
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契約数量総括表

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 当初数量 変更数量 摘　　要

海岸深浅測量

調査計画

打合せ協議 中間打合せ3回 業務 1 ４海岸共通

測量準備

測量準備 式 1 ４海岸共通

艤装テスト 式 1 ４海岸共通

青谷海岸

計画準備等

機材運搬 25㎞未満 式 1

踏査 海上・陸上踏査 式 1

補助基準点設置 100ｍ以上 点 2

汀線測量

縦断測量 1.40km×1回 km 1.4 3月

横断測量 1.40km×2回 km 2.8 3・9月

幅　45～75m未満
路線測量 測点間隔　20m km 0.4 （勝部川河口部 3月）

成果報告 21断面×2回 断面 42

深浅測量

検潮 式 1

検潮資料整理 式 1

測深 両方向による測深 km 64.2 3・9月

成果報告 式 1

深浅横断図作成 断面 84

差高図作成 地区海岸 1



契約数量総括表

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 当初数量 変更数量 摘　　要

海岸深浅測量

気高海岸

計画準備等

機材運搬 25㎞未満 式 1

踏査 海上・陸上踏査 式 1

補助基準点設置 100ｍ以上 点 6

汀線測量

縦断測量 (3.4km+1.4km)×1回 km 4.8 3月

横断測量 (3.4km+1.4km)×2回 km 9.6 3・9月

測線長100m未満

成果報告 49断面×2 断面 98

深浅測量

検潮 式 1

検潮資料整理 式 1

測深 両方向による測深 km 110.0 3・9月

成果報告 式 1

深浅横断図作成 断面 98

差高図作成 地区海岸 1



契約数量総括表

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 当初数量 変更数量 摘　　要

海岸深浅測量

水尻海岸

計画準備等

機材運搬 25㎞未満 式 1

踏査 海上・陸上踏査 式 1

補助基準点設置 100ｍ以上 点 2

汀線測量

縦断測量 0.75㎞×1回 km 0.75 3月

横断測量 0.75㎞×2回 km 1.5 3・9月

測線長100m未満

成果報告 10断面×2 断面 20

深浅測量

検潮 式 1

検潮資料整理 式 1

測深 両方向による測深 km 15.6 3・9月

成果報告 式 1

深浅横断図作成 断面 24

差高図作成 地区海岸 1



契約数量総括表

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 当初数量 変更数量 摘　　要

海岸深浅測量

白兎海岸

計画準備等

機材運搬 25㎞未満 式 1

踏査 海上・陸上踏査 式 1

補助基準点設置 100ｍ以上 点 2

汀線測量

縦断測量 3.8km×1回 km 3.8 3月

横断測量 3.8km×2回 km 7.6 3・9月

測線長100m未満

成果報告 33断面×2回 断面 66

深浅測量

検潮 式 1

検潮資料整理 式 1

測深 両方向による測深 km 38.4 3・9月

成果報告 式 1

深浅横断図作成 断面 38

差高図作成 地区海岸 1



  業務名 ： 青谷海岸外海岸調査「R７深浅測量業務委託」（ゼロ県債） 

特 記 仕 様 書 

 第１（目的・主旨） 

 本業務は、鳥取市青谷町青谷外（青谷海岸）、鳥取市気高町浜村外（気高海岸）、鳥取市気高町酒津外（水

尻海岸）及び鳥取市白兎外（白兎海岸）における海岸地形の変化を把握するため、毎年の春秋季に定期的に実施

する深浅測量及び汀線測量を行うものである。 

 

 第２（適用範囲） 

本業務の履行に当たっては、特に定めのない限り、調達公告日時点で最新の「測量業務共通仕様書」

（https://www.pref.tottori.lg.jp/45149.htm）によるほか、この特記仕様書によること。 
 

編 章 節 条 見 出 し 項 特記及び追加仕様事項 

追加    業務内容  【青谷海岸】 

 汀線測量 

 深浅測量 

 補助基準点設置 

 路線測量 

【気高海岸】 

 汀線測量 

 深浅測量 

 補助基準点設置 

【水尻海岸】 

 汀線測量 

 深浅測量 

 補助基準点設置 

【白兎海岸】 

 汀線測量 

 深浅測量 

 補助基準点設置 

 

L=2.8 ㎞ 

L=64.2 ㎞ 

N=2 点 

L=0.4km 

 

L=9.6km 

L=110.0 ㎞ 

N=6 点 

 

L=1.5 ㎞ 

L=15.6 ㎞ 

N=2 点 

 

L=7.6 ㎞ 

L=38.4 ㎞ 

N=2 点 

追加    資料の貸与及び返

却 

  本業務において必要となる資料については、初回打合せ時

において、双方確認し貸与することとする。 

追加    関係官公庁への手

続き等 

  水路業務法（昭和２５年法律第１０２号）第６条の規定に基

づく水路測量許可を取得後に測量を実施すること。 

追加    成果物の提出  成果物は、下記のとおりとする。 

・報告書 １部 

   ・電子媒体（CD-ROM 又は DVD-R） ３部 

 オンライン電子納品の場合は、「電子媒体(CD-ROM 又は

DVD-R)」の提出は不要 

 ま た 、 本 業 務 は 、 電 子 納 品 対 象 業 務 で あ り 、

https://www.pref.tottori.lg.jp/171188.htm に掲載された本業

務調達公告日時点で最新の「鳥取県電子納品・情報共有運

用ガイドライン」によること。 

なお等深線図については、等高線にZ座標を持たせたCAD

（拡張子DXF）を併せて納品すること。 

追加    疑義等   業務を遂行するうえで疑義を生じた場合は、調査職員と協

議し、速やかに処理すること。 

追加    見積り等  深浅横断図作成及び差高図作成については見積りにて、

積算しており内訳は以下（別紙3）のとおり。 

https://www.pref.tottori.lg.jp/45149.htm
https://www.pref.tottori.lg.jp/171188.htm


編 章 節 条 見 出 し 項 特記及び追加仕様事項 

追加    労働環境の改善に

向けた取組 

 本業務の実施にあたっては、受発注者双方の労働環境の

改善を図るため、「労働環境の改善に向けた取組について（平

成 29 年 1 月 31 日付第 201600158128 号県土整備部長通

知）」に基づき、受発注者双方でワンデーレスポンス、ウェンズデ

ー・ホーム等の労働環境の改善に向けた取組を実施すること。 

受注者は初回協議時、ウィークリースタンスの取組み内容を

協議することとし、業務完了時、技術企画課メールアドレス

(gijutsukikaku@pref.tottori.lg.jp)に「ウィークリースタンス実施報

告シート」(https://www.pref.tottori.lg.jp/274312.htm)を提出す

ること。 

追加    遠隔臨場  当業務は遠隔臨場の対象である。遠隔臨場の活用を希望

する場合は、https://www.pref.tottori.lg.jp/307254.htm に掲

載された本業務調達公告日時点で最新の「鳥取県建設工

事・測量等業務の遠隔臨場に関する実施要領」によること。 

追加    設計変更等取扱

要領 

 設 計 変 更 等 に つ い て は 、

https://www.pref.tottori.lg.jp/303205.htm に掲載された最新

の「測量等業務設計変更等取扱要領」によること。 

追加    情報共有システム  情報共有システムを利用すること。 

ただし、情報共有システムの利用を希望しない場合は、調

査職員と協議の上、紙書類によることができる。 

情 報 共 有 シ ス テ ム の 利 用 に 当 た っ て は 、

https://www.pref.tottori.lg.jp/171188.htm に掲載された本業

務調達公告日時点で最新の「鳥取県電子納品・情報共有運

用ガイドライン」によること。 

追加    オンライン電子納

品 

 当業務はオンライン電子納品の対象である。オンライン電子

納 品 を 希 望 す る 場 合 は 、

https://www.pref.tottori.lg.jp/318010.htm に掲載された本業

務調達公告日時点で最新の「オンライン電子納品試行要領」

によること。 

追加    BIM/CIM 適用  業務は BIM/CIM 適用対象である。 BIM/CIM 適用を希望

する場合は https://www.pref.tottori.lg.jp/287478.htm に載さ

れた本業務調達公告日時点で最新の「鳥取県 BIM/CIM 適

用業務実施要領」によること。 

追加    支払請求  本件業務の前払金又は部分払の請求は令和７年４月１日

以降に行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gijutsukikaku@pref.tottori.lg.jp
https://www.pref.tottori.lg.jp/274312.htm
https://www.pref.tottori.lg.jp/307254.htm
https://www.pref.tottori.lg.jp/303205.htm
https://www.pref.tottori.lg.jp/171188.htm
https://www.pref.tottori.lg.jp/318010.htm
https://www.pref.tottori.lg.jp/287478.htm


 

【測量業務】 

編 章 節 条 見 出 し 項 特記及び追加仕様事項 

 １  １０５ 業務の実施  当業務は測量法施行令第一条第１項三号に該当するため、測

量法の公共測量に該当しない。 

 １  １０８ 現場代理人 ３ 資格要件は調達公告による。 

 １  １０９ 主任技術者 ３ 資格要件は調達公告による。 

 １  １１０ 照査技術者 １  本業務は、照査技術者を定め照査を実施する。 

なお、照査に当たっては、調査・測量・設計業務共通仕様書中の

「測量チェックマニュアル（案）」及び、調査職員の指示によること。 

３ 資格要件は調達公告による。 

 １  １１３ 打合せ等 ２ 

５ 

 本業務における打合せ協議は、下記の主要な区切での５回を予

定している。なお、当初及び成果納品時は主任技術者が立ち会うこ

と。 

 ・当初・中間（３回）・成果納品時 

   １１６ 関係官公庁へ

の手続き等 

 受注者は、測量業務の実施に当たっては、発注者が行う水路業

務法に規定する水路測量に係る諸手続等、関係官公庁等への手

続きの際に協力しなければならない。 

また、受注者は、測量業務を実施するため、関係官公庁等に対

する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。 

受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨

を調査職員に報告し協議するものとする。 

受注者は、測量法第 14 条(実施の公示)、第 21 条(永久標識及

び一時標識に関する通知)、第 23 条(永久標識及び一時標識の移

転、撤去及び廃棄)、第 36 条(実施計画書の提出)、第 37 条(公共

測量の表示等)、第 40 条(測量成果の提出)等の手続きに必要な資

料を作成し調査職員に提出しなければならない。 

調査職員が作業規程の準則第15条に基づく測量成果検定の実

施を指示した場合、受注者は測量成果検定を受けるものとする。 

追加    測量の実施時

期 

  海岸の地形変化は、冬季風浪の影響を強く受ける。このため、本

業務の測量は、冬季風浪の生じる時期の前に行うこととし、３月及び

９月に実施することを基本とする。 

ただし、気象状況などにより実施時期に変更が生じる場合は、監

督職員と協議して定めるものとする。 

追加    検潮   各海岸で別時刻に検潮を実施することを想定している。 

 ただし、複数の海岸で同時刻に深浅測量を実施し、検潮結果を

流用する場合は、監督職員と協議のうえ実施すること。この場合、設

計変更の対象とする。 

追加    艤装テスト  艤装テスト（機器の取り付け及び動作確認）は本業務を通して 1

回を想定している。 

艤装テストの必要回数については実態や業務計画を加味したうえ

で検討すること。必要に応じて設計変更の対象とする。 

追加    補助基準点の

点数 

  各業務地区において過年度業務により構造物のほか砂浜などに

補助基準点が設置されている。 

現地踏査の際に、既設基準点の亡失・破損等の状況確認を行

い、亡失・破損等がある場合には、調査職員と協議のうえ復元する

こと。また、砂浜に設置されている補助基準点を構造物等に移設で

きる場合は提案すること。必要に応じて設計変更の対象とする。 



編 章 節 条 見 出 し 項 特記及び追加仕様事項 

追加    深浅測量の範

囲 

  流砂系内の波による地形変化の限界水深は日本海側では約－

10m とされているため、深浅測量の測線幅は水深－10m 以深を網

羅することを標準とする。 

 なお、設計の測線幅内の水深が－10m より浅い場合は、速やかに

調査職員と協議すること。 

追加    経年変化資料

の作成 

  標準歩掛で作成する成果物以外に、以下の図面を作成すること。
なお、作成経費は、積算参考資料に歩掛を明示している。 

② 深浅横断図 
 ②差高図（測量結果から標高差を求め、これを階級分けし等深線
図に着色した図。４ケース（当年春と前年春、当年秋と前年秋、当
年春と当年秋、当年春と前年秋による組合せ）を作成する。） 

追加    音響測深機   深浅測量等に用いる音響測深機の記録紙からの読み取り方法

は、別紙１を標準とする。なお、VRS-GNSS 測量機を用いる等し

て、潮位補正及び波浪の補正を行わず成果水深を求める場合につ

いては記録紙からの読取りは不要とする。 

疑義については、調査職員と協議すること。 

追加    データのとりまと

め 

  深浅測量等で取得したデータのとりまとめは、別紙２による。また、

これに必要な電子ファイルは支給する。 

 なお、地形・地物の状況によっては、これにより難い場合があるの

で、その場合は調査職員と協議すること。 

追加    測量データの蓄

積 

 本業務の測量成果（データ一式）は、県が貸与する過年度測量デ

ータ蓄積ファイルに上書きの上、合わせて納品すること。 

追加    安全対策  次の点に留意し、現地作業を実施すること。 

① 汀線等の地形や構造物の配置から流れが複雑と思われる区間

に注意すること。 

② 安全装備を確実に着用すること。 

 

 



別紙２別紙１



別紙３

（案）

※注：鳥取沿岸深浅測量XYZデータ作成ファイルおよび説明書については、
鳥取大学および鳥取県土整備事務所の監修のもと開発コンサルタント(株)の協力により作成

別紙２





















（別紙３）見積り歩掛 
 

 標準歩掛に記載のない工種については、下記の歩掛により積算している。 

工種 種別・細目 単位 単位数量 

歩掛（人） 

測量技師 測量技師補 測量助手 

図面 

作成 

深浅横断図作成 断面 20 0.50 1.30 1.00 

差高図作成 

（４ケース） 
地区海岸 1 1.50 3.50 1.50 

 
差高図は、各測量時期の半期及び 1 年前と比較することとし、下記４ケース

作成する。 

ケース１： 当年春×前年春 

ケース２： 当年秋×前年秋 

ケース３： 当年春×当年秋 

ケース４： 当年春×前年秋 

 



（受注者発議用）

調査職員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日

受 注 者

副　所　長 課　　　長 合　　　議 調査職員

業 務 委 託 に 関 す る 協 議 書

業 務 名 位　置

履行期間 令和　　　年　　　月　　　日　～　令和　　　年　　　月　　　日

委 託 料 円

管理･主任技術者

承諾・指示の回答希望期限日
左記日
程を希
望する
理由

回
 
答
 
理
 
由

受付確認課長補佐
（主任調査員）印

概算増減額 約

所　　　長

千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日

協
 
議
　
事
　
項

　上記のとおり協議します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日

　（上記のとおり承諾・別添のとおり再協議）します。

令和　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日

増・減

　上記のとおり（承諾・指示）してよろしいか伺います。

管理･主任技術者

　上記のとおり（承諾・再協議）します。


